
 

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
及
び
公
立
養
護
学
校
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

参
照
条
文 

  

○ 

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
三
号
）
（
抄
） 

 

（
こ
の
法
律
の
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
義
務
教
育
に
つ
い
て
、
義
務
教
育
無
償
の
原
則
に
則
り
、
国
民
の
す
べ
て
に
対
し
そ
の
妥
当
な
規
模
と
内
容
と
を
保
障
す
る
た
め
、
国
が
必
要
な
経
費
を

負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
、
教
育
の
機
会
均
等
と
そ
の
水
準
の
維
持
向
上
と
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  ○ 

公
立
養
護
学
校
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
（
抄
） 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
養
護
学
校
に
お
け
る
義
務
教
育
の
す
み
や
か
な
実
施
を
目
標
と
し
て
公
立
の
養
護
学
校
の
設
置
を
促
進
し
、
か
つ
、
当
該
学
校
に
お
け
る
教
育
の
充
実
を

図
る
た
め
、
当
該
学
校
の
建
物
の
建
築
、
教
職
員
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
等
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
の
国
及
び
都
道
府
県
の
費
用
負
担
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
特
別
の
措

置
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

○ 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
（
抄
） 

 

（
長
期
給
付
積
立
金
） 

 

第
三
十
八
条
の
八 

（
略
） 

２ 

組
合
は
、
長
期
給
付
積
立
金
に
充
て
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
る
べ
き
積
立
金
の
う
ち
か
ら
政
令
で
定
め
る
金
額
を

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
。 

３
～
５ 

（
略
） 

 

（
費
用
の
負
担
） 

第
百
十
三
条 

（
略
） 

２ 

組
合
の
事
業
に
要
す
る
費
用
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、
組
合
員
の
掛
金
及
び
地
方
公
共
団
体
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法

第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
そ
の
給
与
を
負
担
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
都
道
府
県
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
負
担
金
を
も
つ
て
充
て
る
。 

一 

短
期
給
付
に
要
す
る
費
用
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

掛
金
百
分
の
五
十
、
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
百
分
の
五
十 

一
の
二 

介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
掛
金
百
分
の
五
十
、
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
百
分
の
五
十 

二 

長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

掛
金
百
分
の
五
十
、
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
百
分
の
五
十 



 

三 

公
務
等
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
（
第
九
十
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
算
定
さ
れ
る
障
害
共
済
年
金
及
び
第

百
三
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
算
定
さ
れ
る
障
害
共
済
年
金
で
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
併
合
さ
れ

る
障
害
の
い
ず
れ
か
が
公
務
等
傷
病
に
よ
る
も
の
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
公
務
等
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
に
要
す
る
費
用 

地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
百
分
の
百 

四 
福
祉
事
業
に
要
す
る
費
用 

掛
金
百
分
の
五
十
、
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
百
分
の
五
十 

五 

組
合
の
事
務
（
福
祉
事
業
に
係
る
事
務
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用 

地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
百
分
の
百 

３ 

地
方
公
共
団
体
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
負
担
す
る
。 

一 

育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
に
要
す
る
費
用 

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
支
給
さ
れ
る
育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
の
額
に
雇
用
保
険
法
の
規
定

に
よ
る
育
児
休
業
給
付
及
び
介
護
休
業
給
付
に
係
る
国
庫
の
負
担
の
割
合
を
参
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用 

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額 

  

○ 

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
（
抄
） 

 

第
一
条 

市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
町
村
立
の
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
、
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
校
長
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
あ

つ
て
は
、
当
該
課
程
の
属
す
る
中
等
教
育
学
校
の
校
長
と
す
る
。
）
、
教
頭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
講
師
（
常
勤
の
者
及
び
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
に
限
る
。
）
、
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
職
員
を
い
い
、
同
法
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
施
設
の
当
該
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
事
務
職
員
（
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
吏
員
に
相
当
す
る
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及

び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
給
料
、
扶
養
手
当
、
調
整
手
当

、
住
居
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手
当
を
含
む
。
）
、
へ
き
地
手
当
（
こ
れ
に
準
ず
る
手

当
を
含
む
。
）
、
時
間
外
勤
務
手
当
（
学
校
栄
養
職
員
及
び
事
務
職
員
に
係
る
も
の
と
す
る
。
）
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
管
理
職
手
当
、
期
末
手
当
、
勤

勉
手
当
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
、
寒
冷
地
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
、
退
職
手
当
、
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
並
び
に
旅
費
（
以
下
「
給
料
そ
の
他
の
給
与

」
と
い
う
。
）
並
び
に
定
時
制
通
信
教
育
手
当
（
中
等
教
育
学
校
の
校
長
に
係
る
も
の
と
す
る
。
）
並
び
に
講
師
（
同
法
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
非
常
勤
の
講
師
に
限
る

。
）
の
報
酬
及
び
職
務
を
行
う
た
め
に
要
す
る
費
用
の
弁
償
（
次
条
に
お
い
て
「
報
酬
等
」
と
い
う
。
）
は
、
都
道
府
県
の
負
担
と
す
る
。 

  

○ 

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
抄
） 

 

（
費
用
の
負
担
） 

第
四
十
九
条 

基
金
の
業
務
に
要
す
る
費
用
は
、
地
方
公
共
団
体
（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
が
そ
の
給
与
を
負
担
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
。
以
下
同
じ
。
）
の
負
担
金
そ
の
他
の
収
入
を
も
つ
て
充
て
る
。 

２ 

前
項
の
負
担
金
の
額
は
、
政
令
で
定
め
る
職
務
の
種
類
に
よ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
職
務
の
種
類
ご
と
の
職
員
に
係
る
給
与
の
総
額
に
、
補
償
に
要
す
る
費
用
及
び
基

金
の
事
務
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
割
合
を
、
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。 



 
３ 

前
項
の
給
与
の
総
額
と
は
、
給
料
、
報
酬
、
賃
金
、
手
当
そ
の
他
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
り
支
払
わ
れ
る
給
与
（
退
職
手
当
を
除
く
。
）
の
総
額
を

い
う
も
の
と
す
る
。 

  

○ 

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
抄
） 

 

（
概
算
保
険
料
の
納
付
） 

第
十
五
条 

事
業
主
は
、
保
険
年
度
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料
を
、
そ
の
労
働
保
険
料
の
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
添
え
て
、
そ

の
保
険
年
度
の
初
日
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係
が
成
立
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
た
日
（
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一

項
の
承
認
が
あ
つ
た
事
業
に
係
る
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
及
び
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
が
あ
つ
た
事
業
に
係
る
第
三
種
特
別
加
入
保
険

料
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
承
認
が
あ
つ
た
日
）
）
か
ら
五
十
日
以
内
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

次
号
及
び
第
三
号
の
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係
が
成
立
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
た
日
か
ら
そ
の
保
険
年
度
の
末
日
ま
で
に
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
）
に
係
る
賃
金
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
）

に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
（
以
下
「
一
般
保
険
料
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料 

二 

労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
又
は
労
災
保
険
法
第
三
十
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料 

イ 

労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
（
ハ
の
事
業
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
つ
い

て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
お
け
る
同
条
の
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
額
の
総
額
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料 

ロ 

労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
（
ハ
の
事
業
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
つ
い

て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
前
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
お
け
る
同
項
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料 

ハ 

労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
及
び
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総

額
の
見
込
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
並
び
に
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
に

つ
い
て
イ
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
及
び
前
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り

算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料 

三 

労
災
保
険
法
第
三
十
五
条
第
一
項 

の
承
認
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
（
そ
の
額
に
千

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
お
け
る
同

項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料 

２ 

有
期
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料
を
、
そ
の
労
働
保
険
料
の
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を

記
載
し
た
申
告
書
に
添
え
て
、
保
険
関
係
が
成
立
し
た
日
（
当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
が
あ
つ
た
事
業
に
係
る
第



 

一
種
特
別
加
入
保
険
料
に
関
し
て
は
、
当
該
承
認
が
あ
つ
た
日
）
か
ら
二
十
日
以
内
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
項
第
一
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
険
関
係
に
係
る
全
期
間
に
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
一
般
保
険
料
率

を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料 

二 
前
項
第
二
号
イ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
労

災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
全
期
間
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
特
別
加
入
保

険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料 

三 

前
項
第
三
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
険
関
係
に
係
る
全
期
間
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て

の
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料 

３ 

政
府
は
、
事
業
主
が
前
二
項
の
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
申
告
書
の
記
載
に
誤
り
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
保
険
料
の
額
を
決
定
し
、
こ
れ
を
事
業
主

に
通
知
す
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
事
業
主
は
、
納
付
し
た
労
働
保
険
料
の
額
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
の
決
定
し
た
労
働
保
険
料
の
額
に
足
り
な
い
と
き
は
そ
の
不
足
額 

を
、
納
付
し
た
労
働
保
険
料
が
な
い
と
き
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
の
決
定
し
た
労
働
保
険
料
を
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
増
加
概
算
保
険
料
の
納
付
） 

第
十
六
条 

事
業
主
は
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
、
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
、
第
十
四
条
第
一
項
の

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
又
は
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
が
増
加
し
た
場
合
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
増
加
後
の
見
込
額
に
基
づ
く
労
働
保
険
料
の
額
と
納
付
し
た
労
働
保
険
料
の
額
と
の
差
額
を
、
そ
の
額
そ
の
他

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
添
え
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
概
算
保
険
料
の
追
加
徴
収
） 

第
十
七
条 

政
府
は
、
一
般
保
険
料
率
、
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
率
、
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
率
又
は
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
率
の
引
上
げ
を
行
つ
た
と
き
は
、
労
働
保
険

料
を
追
加
徴
収
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
保
険
料
を
追
加
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
主
に
対
し
て
、
期
限
を
指
定
し
て
、
そ
の
納
付

す
べ
き
労
働
保
険
料
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
確
定
保
険
料
） 

第
十
九
条 

事
業
主
は
、
保
険
年
度
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料
の
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
次
の
保
険
年
度
の
初
日
（
保
険
年

度
の
中
途
に
保
険
関
係
が
消
滅
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
険
関
係
が
消
滅
し
た
日
（
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
事

業
に
係
る
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
及
び
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
事
業
に
係
る
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
に
関
し
て
は

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
日
）
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
五
十
日
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係
が
成
立
し
、
又
は
消
滅
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
お
い
て
、
当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
た
期
間
に
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
）
に
係
る
賃
金
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
一
般
保
険
料
率

を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料 



 

二 

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料 

イ 

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及

び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入

保
険
料 

ロ 

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及

び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
三

種
特
別
加
入
保
険
料 

ハ 

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
並

び
に
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
つ
い
て
イ
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度

に
お
け
る
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
つ
い
て
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料 

三 

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
二
種
特

別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料 

２ 

有
期
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
業
主
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料
の
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、

保
険
関
係
が
消
滅
し
た
日
（
当
該
保
険
関
係
が
消
滅
し
た
日
前
に
労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
事
業
に
係
る
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
に
関
し
て

は
、
当
該
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
五
十
日
以
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
険
関
係
に
係
る
全
期
間
に
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
一
般
保
険
料

率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料 

二 

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び

労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
全
期
間
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
率

を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料 

三 

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
険
関
係
に
係
る
全
期
間
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い

て
の
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料 

３ 

事
業
主
は
、
納
付
し
た
労
働
保
険
料
の
額
が
前
二
項
の
労
働
保
険
料
の
額
に
足
り
な
い
と
き
は
そ
の
不
足
額
を
、
納
付
し
た
労
働
保
険
料
が
な
い
と
き
は
前
二
項
の
労
働
保
険

料
を
、
前
二
項
の
申
告
書
に
添
え
て
、
有
期
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ
て
は
次
の
保
険
年
度
の
初
日
か
ら
、
有
期
事
業
に
あ
つ
て
は
保
険
関
係
が
消
滅
し
た
日
か
ら
五
十
日
以
内

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

政
府
は
、
事
業
主
が
第
一
項
又
は
第
二
項
の
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
申
告
書
の
記
載
に
誤
り
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
保
険
料
の
額
を
決
定
し
、
こ

れ
を
事
業
主
に
通
知
す
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
事
業
主
は
、
納
付
し
た
労
働
保
険
料
の
額
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
の
決
定
し
た
労
働
保
険
料
の
額
に
足
り
な
い
と
き
は
そ
の
不
足
額

を
、
納
付
し
た
労
働
保
険
料
が
な
い
と
き
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
の
決
定
し
た
労
働
保
険
料
を
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

６ 

事
業
主
が
納
付
し
た
労
働
保
険
料
の
額
が
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
労
働
保
険
料
の
額
（
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
労
働
保
険
料
の
額
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
決

定
し
た
額
。
以
下
「
確
定
保
険
料
の
額
」
と
い
う
。
）
を
こ
え
る
場
合
に
は
、
政
府
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
こ
え
る
額
を
次
の
保
険
年
度
の
労
働

保
険
料
若
し
く
は
未
納
の
労
働
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
に
充
当
し
、
又
は
還
付
す
る
。 



 
  

○ 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
九
月
八
日
法
律
第
百
五
十
三
号
）
（
抄
） 

 第
三
条
の
五 
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行
な
わ
れ
る
給
付
の
額
の
改
定
等
に
よ
り
増
加
す
る
費
用
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は

組
合
が
負
担
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
に
伴
う
費
用
の
負
担
） 

 

第
九
十
六
条 

第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
、
第
九
章
及
び
第
十
章
の
規
定
に
よ
り
職
員
（
新
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
の
職
員
を
含
む
。
）
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い

て
生
ず
る
組
合
の
追
加
費
用
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
法
人
が
負
担
す
べ
き
金
額
を
除
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
負

担
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

  

○ 

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
五
号
）
（
抄
） 

 

（
費
用
の
負
担
） 

第
十
二
条 

前
各
条
の
規
定
に
よ
る
年
金
額
の
改
定
に
よ
り
増
加
す
る
費
用
（
次
項
に
規
定
す
る
費
用
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
施
行
法
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
、
第
六
十
八
条
第

一
項
第
二
号
、
第
九
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
百
十
一
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
百
三
十
二
条
の
十
五
第
一
項
第
四
号
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
以
後
の
組
合

員
期
間
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
期
間
と
し
て
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
対
応
す
る
年
金
額
の
増
加
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
、
連
合
会
（
新
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
合
会
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
団
体
（
新
法
第
百
四

十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
団
体
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
負
担
し
、
施
行
日
以
後
の
組
合
員
期
間
等
と
し
て
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
対
応
す

る
年
金
額
の
増
加
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四
項
、
第
百
四
十
一
条
、
第
百
四
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第

百
四
十
四
条
の
十
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

２ 

前
各
条
の
規
定
に
よ
る
年
金
額
の
改
定
に
よ
り
増
加
す
る
費
用
の
う
ち
公
務
に
よ
る
障
害
年
金
若
し
く
は
業
務
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
公
務
に
係
る
遺
族
年
金
若
し
く
は
業
務

に
係
る
遺
族
年
金
に
つ
い
て
の
費
用
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
、
連
合
会
又
は
団
体
が
負
担
す
る
。 

  
 
 

附 

則 

（
地
方
職
員
共
済
組
合
等
が
支
給
す
る
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
に
よ
る
年
金
の
年
額
改
定
に
伴
う
費
用
の
負
担
） 

第
十
条 

施
行
法
第
三
条
の
二
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
昭

和
六
十
年
国
の
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
の
規
定
に
よ
る
年
金
額
の
改
定
に
よ
り
増
加
す
る
費
用
（
公
務
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
公
務
に
係
る
遺
族
年
金
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
の
う
ち
、
昭
和
六
十
年
国
の
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
一
条
第

一
項
第
四
号
（
同
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
施
行
日
以
後
の
組
合
員
期
間
と
し
て
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
も
の
に
対
応
す
る
年
金
額
の
増



 

加
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
法
第
三
条
の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
法
第
百
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。 

  

○ 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
）
（
抄
） 

 

（
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
特
例
） 

第
三
十
三
条 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
新
共
済
法
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
並
び
に
新
施
行
法
第
三
条
の
五
及
び
第
九
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
ほ
か
、
毎
年
度
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
負
担
す
る
。 

一 

昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
前
の
期
間
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
つ
た
期
間
に
限
る
。
）
に
係
る
長
期
給
付
に
要
す

る
費
用
（
新
共
済
法
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
に
相
当
す
る
額
に
、
百
分
の
二
十
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
割

合
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

二 

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
老
齢
年
金
の
額
に
相
当
す
る
部
分
（
旧
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び

第
二
項
に
規
定
す
る
額
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
に
相
当
す
る
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額 

２ 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
を
す
る
場
合
に
お
け
る
新
共
済
法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
掲
げ
る
も
の
」

と
あ
る
の
は
、
「
掲
げ
る
も
の
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
又

は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
係
る
も
の
」
と
す
る
。 

３ 

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
べ
き
金
額
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
組
合
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
要
す
る
費
用
の
負
担
） 

第
百
二
十
条 

旧
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
施
行
日
以
後
に
支
給
さ
れ
る
一
時
金
で
あ
る
旧
共
済
法
の
規
定
に
よ
る
長
期
給
付
を
含
む
。
）
に
要
す
る
費
用
の
負
担
に
つ

い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

当
該
費
用
の
う
ち
、
組
合
員
で
あ
つ
た
期
間
以
外
の
期
間
と
し
て
年
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
も
の
に
対
応
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
法
第
九
十
六
条
及

び
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
の
例
に
よ
る
。 

二 

当
該
費
用
の
う
ち
、
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
費
用
及
び
同
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
の
管
掌
者

た
る
政
府
が
負
担
す
る
。 

三 

当
該
費
用
の
う
ち
、
公
務
に
よ
る
障
害
年
金
又
は
旧
共
済
法
第
九
十
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
の
給
付
に
要
す
る
費
用
（
前
二
号
に
規
定
す

る
費
用
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
共
済
法
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
の
負
担
の
例
に
よ
る
。 

四 

当
該
費
用
の
う
ち
、
附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
。 

五 

当
該
費
用
の
う
ち
、
前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
以
外
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
新
共
済
法
第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
の
負
担
の
例
に
よ
る
。 

  

○ 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
〔
平
成
十
五
年
政
令
第
十
七
号
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
〕 



 
 

 
（
長
期
給
付
積
立
金
の
運
用
） 

第
二
十
一
条
の
三 

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
は
、
毎
事
業
年
度
、
そ
の
前
事
業
年
度
の
決
算
に
つ
き
法
第
三
十
八
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第

二
項
の
報
告
を
し
た
後
二
月
以
内
に
、
長
期
給
付
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
た
額
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
を
、
財
政
融
資
資
金
に
預
託
し
て
運
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

警
察
共
済
組
合
に
係
る
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
う
ち
国
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
長
期
給
付
に
充
て
る
べ
き
も
の
と
し
て
積

み
立
て
ら
れ
た
金
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
国
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
係
る
積
立
金
」
と
い
う
。
）
と
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
長
期
給
付
積
立
金
の
う
ち
当

該
組
合
か
ら
払
い
込
ま
れ
た
金
額
に
係
る
部
分
で
国
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
係
る
積
立
金
に
係
る
も
の
の
額
と
の
合
算
額
に
百
分
の
三
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す

る
金
額 

 

二 

公
立
学
校
共
済
組
合
に
係
る
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
法
の
施
行
の
日
以
後
前
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
増
加
額
の
う
ち
法
第
三
十
八
条
の
八
第

五
項
に
規
定
す
る
組
合
員
に
係
る
部
分
と
し
て
当
該
組
合
員
の
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
（
法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
に
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
を

乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
と
当
該
組
合
員
の
掛
金
の
標
準
と
な
る
期
末
手
当
等
（
法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
標
準
と
な
る
期
末
手
当
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
額
と
の
合
計
額
の
当
該
組
合
の
す
べ
て
の
組
合
員
の
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
の
額
に
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
と
当
該
組
合
の
す
べ
て
の
組
合
員
の
掛
金
の
標
準
と
な
る
期
末
手
当

等
の
総
額
と
の
合
計
額
に
対
す
る
割
合
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
長
期
給
付
積
立
金
の
う
ち
当
該

組
合
か
ら
払
い
込
ま
れ
た
金
額
に
係
る
部
分
で
法
第
三
十
八
条
の
八
第
五
項
に
規
定
す
る
組
合
員
に
係
る
も
の
と
し
て
当
該
組
合
員
の
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
の
額
に
第

二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
と
当
該
組
合
員
の
掛
金
の
標
準

と
な
る
期
末
手
当
等
の
総
額
と
の
合
計
額
の
当
該
組
合
の
す
べ
て
の
組
合
員
の
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
の
額
に
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数

値
（
特
別
職
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
と
当
該
組
合
の
す
べ
て
の
組
合
員
の
掛
金
の
標
準
と
な
る
期
末
手
当
等
の
総
額
と
の
合

計
額
に
対
す
る
割
合
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
の
合
算
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額 

２ 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 

 

（
長
期
給
付
積
立
金
等
の
運
用
の
特
例
） 

第
七
条 

長
期
給
付
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
た
額
の
う
ち
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
毎
事
業
年
度
財
政
融
資
資
金
に
預
託
し
て
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額

は
、
当
分
の
間
、
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
か
ら
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
の
合
算
額
を

控
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

公
立
学
校
共
済
組
合
及
び
警
察
共
済
組
合
は
、
当
分
の
間
、
毎
事
業
年
度
、
そ
の
前
事
業
年
度
の
決
算
に
つ
き
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
報
告
を
し
た
後
二
月
以
内
に
、
警

察
共
済
組
合
に
あ
つ
て
は
前
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
う
ち
当
該
組
合
に
係
る
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
五
十
九
号
の
施
行
の
日
の
前
日

に
お
け
る
昭
和
六
十
一
年
改
正
前
の
令
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金
の
現
実
積
立
額
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
総
務
省
令

で
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
公
立
学
校
共
済
組
合
に
あ
つ
て
は
当
該
組
合
に
係
る
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
の
施
行
日
以
後
前
事
業
年
度
の
末
日
ま
で
の
間



 

に
お
け
る
増
加
額
の
う
ち
昭
和
六
十
一
年
改
正
前
の
令
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
責
任
準
備
金
の
現
実
積
立
額
の
施
行
日
以
後
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
五
十
九
号
の
施
行
の
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
増
加
額
（
次
項
に
お
い
て
「
責
任
準
備
金
の
現
実
積
立
額
の
昭
和
五
十
八
年
度
末
増
加
額
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を

超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
財
政
融
資
資
金
に
預
託
し
て
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

（
略
） 


